
名

称

所

在

地

指
定
を
し
た
日

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
十

五
号

令
四
・

二
・
一
八

株
式
会
社
大
分
カ
ー
ド

大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番
二
十
二
号

令
四
・

二
・
一
五

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

令
四
・

一
・
一
一

楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
五
号
Ｎ
Ｂ

Ｆ
品
川
タ
ワ
ー

令
四
・

三
・

四

株
式
会
社
メ
ル
ペ
イ

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
十
番
一
号
六
本

木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー

令
四
・

一
・
二
八

株
式
会
社
エ
ム
・
ピ
ー
・
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
十
番
四
号
オ
ー

ク
ラ
プ
レ
ス
テ
ー
ジ
タ
ワ
ー
八
階

令
四
・

一
・
一
一

G
M
O
ペ
イ
メ
ン
ト
ゲ
ー
ト
ウ
ェ

イ
株
式
会
社

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
二
番
三
号

令
四
・

三
・

七

S
B
ペ
イ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ

ー
ト
シ
テ
ィ
竹
芝
オ
フ
ィ
ス
タ
ワ
ー

令
四
・

一
・
二
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

事

業

名

地

区

名

縦

覧

期

間

縦
覧
場
所

告

示

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

付
保
義
務
の
発
生
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

教
育
委
員
会
告
示

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
の
一
部
改

正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
歳
入
等

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
手
数
料
、
使
用
料
及
び
諸
収
入

三

指
定
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

大
分
県
告
示
第
百
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宇
佐
市
大

字
松
崎
二
千
四
百
九
十
一
番
地
の
村
井
重
利
ほ
か
二
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を
適
当
と
決

定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

令

和

四

年

（ 火 曜 日 ）

第

二

八

九

号

三

月

八

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
三
月
八
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）



県
営
水
田
畑
地
化
推
進
基
盤
整
備
事
業

（
区
画
整
理
）

新
浜
地
区

令
四
・

三
・

八
か
ら

令
四
・

三
・
二
八
ま
で

宇
佐
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長

メ
ー
ト
ル

中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
一
〇
番

一
地
先
内

前

九
・
三

〜

八
・
一

三
五
・
五

後

一
五
・
五

〜

八
・
九

三
五
・
五

県
道
渋
見
成

恒
中
津
線

中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
〇
七
番

一
地
先
か
ら

中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
一
〇
番

三
地
先
ま
で

前

一
一
・
九

〜

六
・
六

一
〇
六
・
九

後

一
一
・
九

〜

六
・
七

一
〇
六
・
九

中
津
市
三
光
田
口
字
金
色
平
三
五
七
九
番

三
地
内

前

七
・
〇

〜

五
・
三

四
一
・
七

後

一
七
・
二

〜

七
・
二

四
一
・
七

中
津
市
三
光
田
口
字
金
色
平
三
五
七
五
番

八
地
内

前

一
〇
・
三

〜

五
・
七

三
五
・
五

後

一
九
・
九

〜

五
・
七

三
五
・
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
二
号

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
大
島
字
岩
木
一
三
四
三
番
六

か
ら

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
大
島
字
岩
木
一
三
四
二
番
四

ま
で

大
分
県
告
示
第
百
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
柚
ノ
木
地
区
一
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
三
号

大
分
市
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ

た
も
の
と
認
め
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

二

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
三
月
八
日



一
般
国
道
二
一
三
号

中
津
市
大
字
犬
丸
字
大
山
二
三
八
三
番
四
か
ら

中
津
市
大
字
犬
丸
字
如
水
二
四
一
六
番
六
ま
で

県
道
渋
見
成
恒
中
津
線

中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
一
〇
番
一
地
先
内

令
四
・

三
・

八

中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
〇
七
番
一
地
先
か

ら中
津
市
三
光
臼
木
字
犬
ケ
墓
二
三
一
〇
番
三
地
先
ま

で中
津
市
三
光
田
口
字
金
色
平
三
五
七
九
番
三
地
内

中
津
市
三
光
田
口
字
金
色
平
三
五
七
五
番
八
地
内

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

Ｄ
―
一
―
一
五

臨
港
道
路

二
七
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
六

臨
港
道
路

一
八
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
七

臨
港
道
路

一
七
七
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

「

を

Ｄ
―
一
―
一
五

臨
港
道
路

二
七
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
七

臨
港
道
路

一
七
七
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
九

臨
港
道
路

二
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
二
八

臨
港
道
路

一
四
〇
・
七
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
二
八

臨
港
道
路

一
四
〇
・
七
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
二
九

臨
港
道
路

八
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
四
―
八

駐
車
場

八
、
八
九
五
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
四
―
九

駐
車
場

六
、
二
五
六
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
四
―
八

駐
車
場

一
三
、
七
九
二
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
八

臨
港
道
路

九
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

Ｄ
―
一
―
一
九

臨
港
道
路

二
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

大
分
県
告
示
第
百
六
号

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、
関
係
図
面
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
及
び
別
府
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
一
般
の
供
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

二

別
府
港
の
㈡
概
要
の
表
中

令
和
四
年
三
月
八
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



Ｈ
―
二
―
三

野
積
場

一
、
一
八
一
・
八
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

附
属
地

Ｈ
―
二
―
四

野
積
場

四
、
四
四
六
・
九
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

附
属
地

Ｈ
―
二
―
五

野
積
場

四
、
四
五
五
・
九
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

附
属
地

Ｌ
―
二
―
一

緑
地

九
、
五
七
六
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｌ
―
二
―
一

緑
地

八
、
一
四
七
・
〇
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

Ｈ
―
二
―
三

野
積
場

一
、
一
八
一
・
八
〇

平
方
メ
ー
ト
ル

附
属
地

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
」

改
め
る
。

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十

九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
八
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
四
条
第
三
号
中
「
関
す
る
省
令
」
を
「
関
す
る
命
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

四

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

令
和
四
年
三
月
八
日


